
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子健康手帳を受け取った日から申請できます。 

妊婦さんが在宅のときに利用してください。 

産前利用はいつから申請できますか 

Ｑ２ 

利用できます。ただし、在宅している未就学のお子さんの数に比べ、大人の人数が

多い場合は、ヘルパーは利用できません。  

例）対象のお子さん、未就学のきょうだい、父、母在宅の場合 

在宅している未就学のお子さんの数と大人の数が同数であるため、利用できます。 

パパ育休中も利用できますか 

 

Ｑ３ 

本事業は日中の家事・育児の負担軽減を目的としています。 

派遣時間は９時から 18 時までとなります。 

夜間に来てもらいたいのですが 
Ｑ４ 

産後すぐに利用したいのですが 
Ｑ１ 

出産後に LoGo フォームより申請してください。 

なるべく早くご利用いただけるよう利用券を準備します。 

お手元に届くまで２週間程度お待ちください。 

きょうだいの送迎はお願いできません。 

 

きょうだいの送迎をお願いしたいのですが 
Ｑ５ 


